
 

 

府中市工事等入札要綱 

 

（目的） 

第１ この要綱は、工事の請負契約、物品供給契約、設計・測量・地質調査等各種委

託契約の締結について、府中市が行う指名競争入札に参加する者（法人を含む。以

下同じ。）が守らなければならない事項を定めるものとする。 

（指名の取り消し） 

第２ 指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令第１６７条の４

第１項の規定に該当したときは、直ちに届け出なければならない。 

２ 前項に該当した者が受けた指名競争入札の参加指名は、特別の理由がある場合の

ほかは、その指名を取り消す。 

第３ 指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号の一つに該当し、又はこれ

に該当する者を代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人として使用し

た場合は、その指名を取り消す。 

(1) 契約の履行に当たって、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、又は物品の品質

若しくは数量に関して不正な行為をした者 

(2) 競争入札又はせり売りで、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を

害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(4) 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり、

職員の職務の執行を妨げた者 

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(6) 前各号の一つに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当

たり代理人、支配人、その他使用人として使用した者  

第４ 指名競争入札の参加者の指名を受けた人に、経営・資産・信用の状況の変動か

ら、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、そ

の指名を取り消すことがある。 

（入札の基本的事項） 

第５ 入札参加者は、市から提示された図面・仕様書・内訳書その他契約締結に必要

な条件を検討のうえ、入札しなければならない。 

２ 図面、仕様書及び内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、その事実が明

白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又

は契約金額の増額を請求することはできない。 

３ 第１項の入札は、総価により行われなければならない。ただし、指名通知書等で

単価によることが指示されたときは、その指示に従わなければならない。 

（公正な入札の確保） 

第６ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する

行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければな

らない。 



 

 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

（入札） 

第７ 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印（あらかじめ届け出た

印に限る。）の上、封入し、あらかじめ指名通知書で示した日時及び場所において、

市職員の指示に従い当該入札書を提出しなければならない。 

２ 前項の入札は、代理の者に行わせることができる。この場合、入札参加者は代理

の者に入札前に委任状を提出させなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指名通知書等において郵便による入札が認められた

とき及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第 372 号。以下｢特例政令｣という。）の規定が適用される契約であるとき

は、書留郵便により入札することができる。この場合においては、別途指示された

日時及び場所に到達していなければならない。 

４ 入札開始時刻に遅刻した場合は、当該入札会に参加することはできない。 

（入札の辞退） 

第８ 指名を受けた者は、入札時までは、いつでも入札を辞退することができる。 

２ 指名を受けた人は、入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより申し

出ることができる。 

(1) 入札執行前に当たっては、入札辞退届けを契約課に直接提出し、又は郵送（入

札日の前日までに到着すること）して行う。 

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又は「入札辞退」と明記した入札書を、そ

の場で直接提出する。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由に以後の指名等で不利益な扱いを受けるもので

はない。 

（入札書の書き換え等の禁止） 

第９ 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることがで

きない。 

（開札） 

第１０ 開札は、入札の終了後、直ちに、その入札場所において入札者を立ち会わせ

て行う。 

２ 入札者が開札に立会わないときは、その入札事務に関係のない市職員を立会わせ

る。 

（入札の無効） 

第１１ 次の各号の一つに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 入札に参加する資格のない者がした入札 

 (2) 郵便による入札が認められた場合において、その送付された入札書が定められ

た日時までに定められた場所に到着しないもの。 

 (3) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名もしくは押印のないもの 

 (4) 同一事項の入札について２通以上の入札書を提出した者の入札で、その前後が

判別できないもの又はその後発のもの 

 (5) 他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をしたものに係る入札 

 (6) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの 



 

 

 (7) 一定の金額で価格を表示していないもの 

 (8) 同一人の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 (9) 前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの 

（落札者） 

第１２ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、

工事又は製造の請負の場合においては、第１３及び第１５の定めるところにより予

定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者以外の

者を落札者とすることができる。 

（最低価格以外の入札者を落札者とする場合） 

第１３ 工事又は製造の請負の指名競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格で入札した者であっても、その価格では契約の内容に適合した履行

ができないおそれがあると認められるとき、又はその入札者と契約を締結すること

が公正な取り引き秩除を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当と認められる

ときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者

のうち、最低の価格で入札した者を落札者とすることができるものとする。 

（低入札価格調査制度） 

第１４ 工事又は製造の請負の指名競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲

内で最低の価格で入札した者のその入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準

価格を下回り、その価格では契約の内容に適合した履行ができないおそれがあるか

どうかについて調査されることとなったときは、その入札者は、調査に協力するも

のとする。 

（最低制限価格を設けた場合の落札者） 

第１５ 工事又は製造の請負の指名競争入札の場合、その契約に適合した履行を確保

するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定

価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の

範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した入札者のうち最低の価格で入札した

者を落札者とする。 

（再度入札） 

第１６ 開札をして、入札者の入札のうちに予定価格の制限の範囲内の価格の入札が

ないときは、直ちに再度の入札を行う。 

ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。 

２ 前項の再度入札の回数は、原則として２回以内とする。 

３ 再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、そ

の入札が第１１の規定で無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入

札した者に限る。 

（くじによる落札者の決定） 

第１７ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときには、直ちにその入

札者にくじを引かせて落札者を決定する。 

２ 前項の場合、その入札者のうち、くじを引かない者があるときには、これに代わ

って当該入札に関係のない市職員がくじを引くものとする。 

（入札結果の通知） 

第１８ 開札をした場合、落札者があるときにはその者の氏名（法人の場合にはその



 

 

名称）及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立会った入札者に知

らせるものとする。この場合、落札者となった者が開札に立会わなかったときは、

その者に落札者となった旨を通知する。 

（契約書等の作成） 

第１９ 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して６日以内に契約

書（契約書の省略できる場合は請書）に記名押印のうえ、契約課ヘ提出しなければ

ならない。 

２ 前項の期間は、必要により、あらかじめ指名通知書等において指示するところに

伸縮することができるものとする。 

３ 前２項の期間内に契約書又は請書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 

４ 市は、契約書の提出があったときには、市長又は府中市職務権限規程（昭和４５

年７月府中市訓令第８号）の定めるところにより契約締結の権限の委任を受けた者

（以下「契約担当者｣という。）がその契約書に記名押印し、その一部を落札者に返

付する。 

５ 契約書は、図書、仕様書及び内訳書を添え、袋綴じで 4部作成する。うち２部は

所定の位置に記名押印し、その 1部については、契約金額（この場合、消費税及び

地方消費税を除いた金額）に相当する収入印紙を落札者は貼付する。 

６ 契約書に添付する図書、仕様書及び内訳書等は、担当課（起工課）に確認すると

ともに、契約番号、件名、施工場所については、指名通知書に記載されているとお

りとする。 

（契約書等の作成の省略） 

第２０ 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知に指示する。 

２ 落札者は前項の規定により契約書の作成を省略する場合において、請書を提出す

る。なお、契約金額２０万円未満の委託契約及び物品契約については、請書を省略

することができる。 

（契約保証金） 

第２１ 次の各号に該当する工事を落札した者は、契約保証金を納付しなければなら

ない。 

(1) 契約金額５００万円以上（消費税及び地方消費税を含む。）の工事は、契約保

証金として契約金額の１０分の１（府中市公共工事低入札価格調査制度取扱要綱

第４条の規定による調査を受けた者にあっては、１０分の２）以上を納付しなけ

ればならない。ただし、相当額の担保の提供、又は府中市を被保険者とする履行

保証保険等に加入した場合は免除する。 

(2) 契約金額７億円以上（消費税及び地方消費税を含む。）の工事は、契約保証金

として府中市を被保険者とする公共工事履行保証証券（付保割合３０パーセント

（府中市公共工事低入札価格調査制度取扱要綱第４条の規定による調査を受けた

者にあっては、４０パーセント））に加入しなければならない。 

(3) 契約金額５００万円以下（消費税及び地方消費税を含む）の工事で過去２か年

の間に国（公社・公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたり締結した実績がない者は、契約保証金として契約金額

の１０分の１以上を納付しなければならない。ただし、相当額の担保の提供、又

は府中市を被保険者とする履行保証保険等に加入した場合は免除する。 



 

 

（契約の確定） 

第２２ 契約書を作成する契約にあっては、その契約は、市長又は契約担当者が落札

者とともに契約書に記名押印したときに確定する。 

（議会の議決を要件とする契約） 

第２３ 工事又は製造の請負で予定価格が１億５千万円以上の契約については、落札

後、仮契約を締結し、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例」（昭和３９年４月府中市条例第２０号）の定めるところにより府中市議会

の議決を経たうえ契約をする。 

（前払金の対象） 

第２４ 前払金の対象は、土木工事、建築工事及び設備工事並びに土木建築工事に関

する工事の設計、調査及び測量（以下「工事等」という。）とする。 

２ 前項に規定する工事等の前払金は、入札条件として、当該工事等が前払金対象予

定工事等である旨を明示したものについて行う。 

３ 前払金の対象となる工事等は、契約金額５０万円以上（消費税及び地方消費税を

含む）のものとする。 

（前払金の率） 

第２５ 土木工事、建築工事及び設備工事における前払金の率は、契約金額の４割以

内とする。 

２ 土木工事、建築工事及び設備工事のための設計、調査及び測量における前払金の

率は、契約金額の３割以内とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、工事等の契約金額が２０億円以上の場合は、前払金

の率は契約金額の１割以内とする。 

（前払金の限度額） 

第２６ 第２５の規定にかかわらず、前払金の限度額は、１件の契約につき２億円と

する。 

ただし、契約金額が２０億円以上の場合は、この限りでない。 

（翌年度以降にわたる工事の特例） 

第２７ 前払金は、翌年度以降にわたる工事についても、原則として、初年度に支払

うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又は一部を

支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことができる。 

（前払金の請求） 

第２８ 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金の保証事業に関する法

律（昭和２７年法律第１８４号）第５条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社

（第２９において、「保証事業会社」という。）の保証証書又は保証書謄本を添えて

請求書を市に提出しなければならない。 

（中間前払金の対象） 

第２９ 中間前払金の対象は、前金払をした工事等のうち、保証事業会社が中間前払

金の保証をする土木工事、建築工事及び設備工事とする。 

（中間前払金の率） 

第３０ 中間前払金の率は、契約金額の２割以内とする。 

  ただし、契約金額が２０億円以上の場合は、契約金額の５分以内とする。 

（中間前払金の限度額） 



 

 

第３１ 第３０の規定にかかわらず、中間前払金の限度額は、１件の契約につき１億

円とする。 

  ただし、契約金額が２０億円以上の場合は、この限りでない。 

（複数年度以上にわたる工事の中間前払金） 

第３２ 中間前払金は、複数年度にわたる工事については、原則として、最終年度に

支払うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、中間前払金の全部又は

一部をその前年度までに支払うことができる。 

（中間前払金の請求） 

第３３ 第２８の規定は、中間前払金の請求について準用する。 

（様式） 

第３４ この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。 

 

   付 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成１３年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

 この要綱の施行前の、「府中市入札参加者の心得」ついては、なお従前の例によ

る。 

   付 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年１１月１１日要綱第８７号） 

  この要綱は、平成２７年１１月１１日から施行する。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１０月１日から施行し、この要綱による改正後の第 

 ２５、第２６、第３０及び第３１の規定は、令和２年８月７日以後に締結され 

 た工事の請負契約等から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第７、第１６第１項、第２１第１号及び第２号並びに第

３４の規定は、この要綱の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、

同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


